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企
業
を
取
り
巻
く
リ
ス
ク
と

社
有
車
事
故

　

企
業
の
事
業
活
動
に
は
火
災
、
地
震
、

労
働
災
害
な
ど
様
々
な
リ
ス
ク
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
う
ち
社
有
車
事
故
は
他
の
リ
ス

ク
と
比
べ
、
発
生
頻
度
が
高
い
と
言
え
ま

す
。
社
有
車
事
故
が
発
生
す
る
と
企
業
は

被
害
者
へ
の
賠
償
、
財
物
の
損
壊
、
人
材

の
喪
失
に
よ
る
支
出
の
増
加
、
売
上
機
会

の
損
失
と
い
っ
た
悪
影
響
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
特
に
、
第
三
者
や
従
業
員

を
死
傷
さ
せ
る
な
ど
の
重
大
事
故
に
な
る

と
、
そ
の
要
因
が
酒
気
帯
び
な
ど
法
令
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
、
世
間
か

ら
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
安
全
管

理
に
関
す
る
責
任
を
厳
し
く
追
及
さ
れ
、

社
会
的
な
信
用
の
失
墜
に
つ
な
が
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
社
有
車
事
故

防
止
の
取
組
は
、
企
業
の
リ
ス
ク
管
理
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
と
言
え
ま
す
。

社
有
車
事
故
に
よ
り
発
生
す
る

企
業
の
責
任

　

社
有
車
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、
運
転

者
は
謝
罪
や
お
見
舞
い
な
ど
の
道
義
的
責

任
以
外
に
も
、「
刑
事
上
」「
行
政
上
」「
民

事
上
」
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
責
任
は
運
転
者
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
使
用
者
で
あ
る
企
業
に
も
及

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
下
、
企
業
の
責

任
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

は
じ
め
に

　

10
月
に
入
り
、
ま
だ
暑
い
日
も
あ
り
ま

す
が
、
朝
晩
は
涼
し
く
過
ご
し
や
す
く
な

り
ま
し
た
。
秋
は
行
楽
の
シ
ー
ズ
ン
。
自

動
車
を
使
っ
て
行
楽
に
出
か
け
る
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
自
動
車
は
、
人
や
物
を

安
全
に
目
的
地
ま
で
運
ん
で
く
れ
る
文
明

の
利
器
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
自
動

車
事
故
が
発
生
す
る
と
、
当
事
者
が
負
う

べ
き
責
任
が
発
生
し
ま
す
。
特
に
そ
れ
が

社
有
車
の
場
合
は
、
運
転
者
ば
か
り
で
は

な
く
、
企
業
に
も
責
任
が
及
ぶ
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
今
月
は
社
有
車
事
故
と

企
業
責
任
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

職
場
の
交
通
安
全
⑰

安
全
運
転
管
理
ノ
ス
ス
メ

安
全
運
転
管
理
ノ
ス
ス
メ

社
有
車
事
故
と
企
業
責
任

社
有
車
事
故
と
企
業
責
任
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違
反
行
為
を
下
命
・
容
認
し
た
場
合
は
、

違
反
行
為
を
行
っ
た
運
転
者
だ
け
で
な
く
、

下
命
・
容
認
し
た
使
用
者
等
も
拘
禁
刑
や

罰
金
の
刑
事
処
分
を
受
け
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
容
認
で
す
。
例

え
ば
、
安
全
運
転
管
理
者
が
運
転
者
に
対

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ア
ル
コ
ー

ル
検
知
器
を
用
い
た
酒
気
帯
び
確
認
を
不

十
分
な
ま
ま
運
転
を
容
認
し
た
結
果
、
酒

気
帯
び
で
運
転
者
が
社
有
車
事
故
を
起
こ

し
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
該
当

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
下
命
・
容
認
に
対
す
る
罰
則
は
、

違
反
行
為
を
行
っ
た
運
転
者
に
対
す
る
罰

則
と
同
等
で
す
。
例
え
ば
酒
酔
い
運
転
の

下
命
・
容
認
に
対
す
る
罰
則
は
、
５
年
以

下
の
拘
禁
刑
ま
た
は
１
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
と
な
り
ま
す
。

２　
行
政
上
の
責
任

　

企
業
に
対
す
る
行
政
上
の
責
任
と
し
て

は
、
社
有
車
の
使
用
制
限
命
令
や
安
全
運

転
管
理
者
の
解
任
命
令
等
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
公
安
委
員
会
に
よ
る
社
有
車
の

使
用
制
限
命
令
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

⑴　

下
命
・
容
認
に
係
る
自
動
車
の
使
用

制
限
命
令（
道
路
交
通
法
75
条
第
２
項
）

　

自
動
車
の
使
用
者
が
、
道
路
交
通
法
第

75
条
第
１
項
に
規
定
す
る
違
反
行
為
を
下

命
・
容
認
し
、
運
転
者
が
当
該
違
反
行
為

を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
自
動
車
の
使
用

者
は
、
違
反
の
種
類
に
応
じ
て
６
か
月
を

超
え
な
い
範
囲
で
自
動
車
の
使
用
制
限
命

令
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑵　

反
復
違
反
行
為
に
係
る
車
両
の
使
用

制
限
命
令
（
道
路
交
通
法
75
条
の
２
第

１
項
、
第
２
項
）

　

使
用
制
限
命
令
の
対
象
と
な
る
反
復
違

反
行
為
は
、
最
高
速
度
違
反
、
積
載
制
限

違
反
、過
労
運
転
及
び
放
置
駐
車
違
反（
違

法
駐
車
の
う
ち
、
運
転
者
が
そ
の
車
両
を

離
れ
て
い
て
、
直
ち
に
運
転
で
き
な
い
状

態
に
あ
る
も
の
を
言
い
ま
す
）
の
四
つ
で

す
。
公
安
委
員
会
か
ら
の
改
善
指
示
を
受

け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
違
反
行
為
を

繰
り
返
し
た
場
合
は
、
使
用
者
は
、
３
か

月
を
超
え
な
い
範
囲
で
車
両
の
使
用
制
限

命
令
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

使
用
者
が
責
任
を
追
及
さ
れ
て
も
放
置
違

反
金
の
納
付
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
所
定

の
手
続
き
を
経
て
、
車
両
の
使
用
制
限
命

令
、
車
検
拒
否
、
滞
納
処
分
（
財
産
の
差

押
え
等
）
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

１　
刑
事
上
の
責
任

　

刑
事
上
の
責
任
と
は
、
道
路
交
通
法
等

の
法
令
を
違
反
し
た
場
合
に
刑
罰
を
受
け

る
こ
と
で
す
。
企
業
に
対
す
る
刑
事
上
の

責
任
と
し
て
は
、
道
路
交
通
法
第
75
条
第

１
項
に
お
い
て
、自
動
車
の
使
用
者
等（
使

用
者
や
安
全
運
転
管
理
者
そ
の
他
自
動
車

の
運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者

を
含
み
ま
す
）
は
、
運
転
者
に
対
し
て
無

免
許
運
転
、
最
高
速
度
違
反
、
酒
酔
い
・

酒
気
帯
び
運
転
、
麻
薬
等
運
転
、
過
労
運

転
、
無
資
格
運
転
、
積
載
制
限
違
反
、
放

置
駐
車
違
反
を
下
命
・
容
認
し
て
は
な
ら

な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
たイラスト・本田牧子
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法
第
３
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
運
行
供

用
者
（
※
）」
で
あ
る
場
合
に
も
、
損
害

賠
償
責
任
が
及
び
ま
す
。

※
運
行
供
用
者
…
自
己
の
た
め
に
自
動
車

を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
。
な
お
、
運

行
供
用
者
の
責
任
は
「
被
害
者
保
護
」

が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
３
要
件

を
す
べ
て
立
証
し
な
け
れ
ば
そ
の
責
任

を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て

お
り
、
運
行
供
用
者
が
そ
れ
を
立
証
す

る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
す
。

　

◦　

自
己
及
び
運
転
者
が
、
自
動
車
の

運
行
に
関
し
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た

こ
と

　

◦　

被
害
者
ま
た
は
運
転
者
以
外
の
第

三
者
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
あ
っ
た

こ
と

　

◦　

自
動
車
に
構
造
上
の
欠
陥
ま
た
は

機
能
の
障
害
が
な
か
っ
た
こ
と

業
務
に
関
連
し
た
従
業
員
の

マ
イ
カ
ー
事
故

　

社
有
車
以
外
に
も
従
業
員
の
マ
イ
カ
ー

事
故
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
業
務
に
関
係
す

る
場
合
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

業
務
中
に
マ
イ
カ
ー
を
利
用
し
た
事
故
で

あ
れ
ば
、
運
転
者
の
ほ
か
企
業
に
も
責
任

が
発
生
し
ま
す
。
ま
た
、
通
勤
途
上
の
マ

イ
カ
ー
事
故
で
も
企
業
の
責
任
が
認
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
業

務
や
通
勤
に
関
連
し
た
従
業
員
の
マ
イ

カ
ー
利
用
に
は
一
定
の
許
可
基
準
を
定
め

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

　

社
有
車
事
故
は
、
事
故
を
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
運
転
者
だ
け
の
責
任
で
は
な
く
、

社
有
車
を
所
有
す
る
企
業
に
も
責
任
が
及

ぶ
こ
と
に
つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
け
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
。

　

特
に
近
年
で
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任

と
し
て
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」（
持
続

可
能
な
社
会
形
成
）
へ
の
取
組
の
進
展
や

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）

な
ど
が
着
目
さ
れ
、
交
通
安
全
も
そ
れ
ら

の
取
組
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
管
理
者
の
皆
さ
ま
方

の
日
頃
の
社
有
車
事
故
防
止
活
動
は
と
て

も
重
要
で
す
。
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

	

（
お
ち
あ
い
・
り
つ
）　

３　
民
事
上
の
責
任

　

企
業
に
対
す
る
民
事
上
の
責
任
は
、
民

法
第
７
１
５
条
に
よ
る
「
使
用
者
責
任
」

が
あ
り
、
被
用
者
が
使
用
者
（
企
業
）
の

業
務
執
行
中
に
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た

場
合
に
は
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
業
務
執
行
中
に
従
業
員
が
事
故

を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
が
民
法
第
７
０
９
条

の
「
不
法
行
為
責
任
」
の
要
件
を
満
た
す

場
合
に
は
、
そ
の
事
故
の
損
害
賠
償
責
任

が
使
用
者
で
あ
る
企
業
に
ま
で
及
ぶ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
企
業
が
事
故
を
起

こ
し
た
自
動
車
の
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
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